
昭和五十年総理府令第五号

個人企業経済調査規則

統計法（昭和二十二年法律第十八号）第三条第二項、第十二条第二項及び第十八条の規定に基づき、個人企業経済調査規則（昭和三十六

年総理府令第十七号）の全部を改正する総理府令を次のように定める。

（趣旨）

第一条　統計法（平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。）第二条第四項に規定する基幹統計である個人企業経済統計を作成する

ための調査（以下「個人企業経済調査」という。）の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

（調査の目的）

第二条　個人企業経済調査は、個人企業の経営の実態を明らかにし、個人企業に関する基礎資料を得ることを目的とする。

（定義）

第三条　この省令において「事業主」とは、個人企業を経営する者をいう。

（調査日）

第四条　個人企業経済調査は、毎年六月一日（以下「調査日」という。）現在によって行う。

（調査の対象）

第五条　個人企業経済調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属

する個人企業に係る事業所のうちから総務大臣が選定したもの（以下「調査事業所」という。）について行う。

一　大分類Ｄ―建設業

二　大分類Ｅ―製造業

三　大分類Ｇ―情報通信業

四　大分類Ｈ―運輸業、郵便業（中分類四二―鉄道業及び中分類四六―航空運輸業を除く。）

五　大分類Ｉ―卸売業、小売業

六　大分類Ｊ―金融業、保険業（中分類六二―銀行業及び中分類六三―協同組織金融業を除く。）

七　大分類Ｋ―不動産業、物品賃貸業

八　大分類Ｌ―学術研究、専門・技術サービス業

九　大分類Ｍ―宿泊業、飲食サービス業（中分類七六―飲食店（小分類番号七六五　酒場、ビヤホール及び小分類番号七六六　バー、キ

ャバレー、ナイトクラブに限る。）を除く。）

十　大分類Ｎ―生活関連サービス業、娯楽業（中分類七九―その他の生活関連サービス業（小分類番号七九二　家事サービス業に限る。）

を除く。）

十一　大分類Ｏ―教育、学習支援業

十二　大分類Ｐ―医療、福祉（中分類八三―医療業（小分類番号八三一　病院、小分類番号八三二　一般診療所及び小分類番号八三三　

歯科診療所に限る。）を除く。）

十三　大分類Ｑ―複合サービス事業（中分類八七―協同組合（他に分類されないもの）を除く。）

十四　大分類Ｒ―サービス業（他に分類されないもの）（中分類九三―政治・経済・文化団体、中分類九四―宗教及び中分類九六―外国

公務を除く。）

（調査事項等）

第六条　個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。

一　調査事業所に関する事項

イ　名称及び電話番号

ロ　所在地

二　事業主に関する事項

イ　事業主の男女の別及び年齢

ロ　後継者の有無

三　事業全体に関する事項

イ　主な事業及び主な事業以外の事業収入の有無

ロ　売上金額及び仕入金額

ハ　棚卸高

ニ　営業経費等

ホ　受託の状況

ヘ　設備取得状況

ト　従業者数

チ　従業者の採用・離職状況

四　主な事業に関する事項

イ　チェーン組織への加盟の有無

ロ　パーソナルコンピュータの使用の有無

ハ　営業（操業）日数及び時間

ニ　営業用土地・建物の所有形態

ホ　営業用建物と自宅用建物の別

ヘ　事業経営上の問題点

ト　今後の事業展開

チ　法人化の予定

２　総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

（調査の方法及び期間）

第七条　個人企業経済調査は、総務大臣が調査票を調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。

２　前項の規定による調査は、調査日の属する年の五月二十日から六月末日までの間において行う。

（期間の変更）

第八条　総務大臣は、前条の規定により行う調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、同条第二項に規定する期間（以下

この条において「調査の期間」という。）により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。
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２　総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとす

る。

（報告の義務及び方法）

第九条　個人企業経済調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。

２　事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告

を行うものとする。

３　前二項の報告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。

（結果の公表等）

第十条　総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

（調査票等の保存）

第十一条　総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。）及び結果原表又は結果原表が転写されているマ

イクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

附　則

この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五一年二月二日総理府令第三号）

この府令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五五年一一月一七日総理府令第五九号）

この府令は、昭和五十六年一月一日から施行する。

附　則　（昭和五六年四月二七日総理府令第二九号）

１　この府令は、昭和五十六年七月一日から施行する。

２　この府令の施行の際、現に、改正前の個人企業経済調査規則第九条の規定により発行され、交付されている個人企業経済調査指導員証

及び個人企業経済調査員証、改正前の労働力調査規則第十条の規定により発行され、交付されている指導員証及び調査員証並びに改正前

の家計調査規則第八条の規定により発行され、交付されている家計調査指導員証及び家計調査員証は、それぞれ改正後のこれらの規定に

より発行され、交付された個人企業経済調査指導員証若しくは個人企業経済調査員証、労働力調査指導員証若しくは労働力調査員証又は

家計調査指導員証若しくは家計調査員証とみなす。

附　則　（昭和五九年六月二九日総理府令第三五号）

この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附　則　（昭和六〇年三月二九日総理府令第一〇号）

この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附　則　（平成元年三月二四日総理府令第一三号）

この府令は、平成元年四月一日から施行する。

附　則　（平成四年一〇月一日総理府令第四七号）

この府令は、平成五年一月一日から施行する。

附　則　（平成六年二月二三日総理府令第七号）

この府令は、平成六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年六月二九日総理府令第四五号）

この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。

附　則　（平成一二年三月三〇日総理府令第三三号）

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成一二年八月一四日総理府令第九〇号）　抄

この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

附　則　（平成一四年二月二六日総務省令第一八号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現にこの省令による改正前の個人企業経済調査規則別記様式第一号及び別記様式第四号の調査票により行っている

調査については、なお従前の例による。

附　則　（平成一四年九月二五日総務省令第一〇〇号）

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年三月一八日総務省令第三八号）

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年一月一八日総務省令第三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号）　抄

第一条　この省令は、統計法の施行の日（平成二十一年四月一日）から施行する。

（個人企業経済調査規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の個人企業経済調査規則第十二条の規定により個人企業経済調査の申告を求め

られている者は、第五条の規定による改正後の個人企業経済調査規則第十二条の規定により個人企業経済調査の報告を求められた者とみ

なす。

附　則　（平成二六年三月二七日総務省令第二〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三一年四月一日総務省令第四七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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（経過措置）

第二条　この省令による改正前の個人企業経済調査規則第四条に規定する調査の期間の末日がこの省令の施行前に属する調査については、

なお従前の例による。
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